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総務産業建設常任委員会 会議録（要旨）

開 催 日 時 令和 4年 12月 12 日 月曜日 ９時５７分～１４時０５分
開 催 場 所 全員協議会室
出 席 委 員 中川 達 委員長、南 守雄 副委員長

磯貝幸博、米田一香、生田勇人
欠 席 委 員 （なし）
オブザーバー 清水文雄 議長
傍 聴 者 （なし）
説 明 員 松井 総務部長、上前 都市整備部長、上出 都市整備部担当部長、高道 消防長、

宮本 総務課長、北 財政課長、神農 税務課長、奥田 企画課長、橋本 地域産業
振興課長、長谷川 地域産業振興課担当課長、渡辺 都市建設課長、法利 上下水
道課長、重島 消防次長、福島 会計課長

事務局・書記 助田 議会事務局長、川端 事務局参事兼次長、南 企画課長補佐

議 件

（１）町長提出議案の審査

・議案第 47号 令和 4年度内灘町一般会計補正予算（第７号）
（議案第 47号 説明）

【委員】
一般会計全体における電気料金高騰による光熱水費の増額は。

【説明員】
約３割光熱水費が上昇しており、全体として約２千万円の増額となる。

【委員】
マイホーム取得奨励金の対象者の内訳は。

【説明員】
町外からの転入者が６～７割を占めている。（残りは町内転居者）

議案第 52 号 令和４年度内灘町水道事業会計補正予算（第１号）
（議案第 52号 説明）
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議案第 53 号 令和４年度内灘町下水道事業会計補正予算（第２号）
（議案第 53号 説明）

議案第 54 号 内灘町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の制定について
（議案第 54号 説明）

議案第 55 号 内灘町議会議員及び内灘町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の
一部を改正する条例について
（議案第 55号 説明）

議案第 56 号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例につい
て
（議案第 56号 説明）

議案第 57 号 常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について
（議案第 57号 説明）

議案第 58 号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について
（議案第 58号 説明）

議案第 59 号 内灘町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
について
（議案第 59号 説明）

議案第 60 号 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例について
（議案第 60号 説明）

議案第 61 号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の
制定について
（議案第 61号 説明）

【委員】
60歳となった後の給料水準について。

【説明員】
60歳時点の給料月額の 7割水準となる。

議案第 62 号 内灘町防災コミュニティセンターの指定管理者の指定について
（議案第 62号 説明）
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議案第 66 号 内灘町道路線の廃止について
（議案第 66号 説明）
【委員】
鶴ケ丘団地県営住宅建設事業に伴う、県の計画について。

【説明員】
事業全体の完成案について、県に確認のうえお示しする。

◎採決
議案第 47号、52号、53 号、54号、55号、56号、57号、58号、59 号、60号、61号、62 号、66
号…いずれも原案可決とする。

（２）執行部からの報告事項

・内灘町 LINE 公式アカウントについて
令和 5年 1月より運用を開始予定。

・電子申請サービス及び AI チャットポットの運用開始について
両サービスを令和 5年 1月より開始予定。

・「石川中央都市圏地域公共交通計画」策定に係るパブリックコメントの実施について
石川中央都市圏地域公共交通協議会が策定する同計画案について、令和５年１月 4日から２月

２日までパブリックコメントを実施する。
【委員】
計画案の内容について、議会に対して詳細に説明するべき。

【説明員】
パブリックコメント期間中の１月の委員会において説明する。

（３）その他

（報告）
・「元気内灘住宅リフォーム助成金」について、108 件の申請があり、予算の上限に達したので、
受付を終了した

(以上)


